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規制改革推進のための3か年計画

【抜粋】

平成 19年 6月 22日

閣  議  決  定



7 医療分野 : ´

(1)E漁 つ IT化

① レセプトのオンライン請求化の期限内完全実施 【平成 20年度から順次義務化、

平成23年度当初から原則完全オンライン化】     ~       
｀

レセプトオンライン請求化に関して1ま、平成 18年の厚生労働省令により、平成
20年度から順次義務化され、平成 23年度以降、原則全ての医療機関 `薬局に関し

て、義務化されることが規定されている。この省令について厚生労働省は、(i)オ
ンライン請求化の期限が努力目標ではなく義務であること。(五 )言翻射ヒにおいて現

行以上の例外規定を設けないこと。(面 )義務化の期限以降、オンライン以外の手法

による請求に対して診療報酬が支払われないこと。以上
=点

を、再度、医療機関・

薬局に周知徹底する。(Ⅲ医療イCh)

② レセプトのオンライン請求化の促進 【平成 19年度結論】
レセプトオンライン請求化は、今後進めるべき医療のIT化の試金石となる。

iしたがって、出来得る限り早期に実行することが肝要であり、そのためには医療

機関のオンライン請求化を促す仕組み、すなわち、医療機関へのインセンティブ施

策を検討する。                          ・

そのインセンティブとしてはォンライン請求されたレセプトに関して、医療行為

発生後最長約 3ヶ月間かかつている診療報酬の茸払までの期間を短縮することがま

ず挙げられる。ただし、そのためには、保険料の徴収から診療報酬の支払いまでの

資金フローを見直すなどの、保険者側の協力が前提となる。また、現在実施してい

る診療報酬点数における加算について、オンライン請求の、より効果的インセンテ

ィブとなるような見直しを実施することを考えてもよい。レセプトオンライン請求

化は、合理化を通じた経費節減や、患者・消費者本位のデータ利用促進などに繋が

り、これらは明らかに被保険者にメリットをもたらすのであるから、診療報酬にお
いてそれを考慮すべきであると考える。但し、こうした加算は“電算化'ではなく

、 “オンライン化"のインセンテイブとすべきであるし、オンライン化が義務化され

るまでの措置であるべきだとも考える。          、

また、医療機関において、オンライン化に適合した請求システムが円滑に導入さ

れるよう、請求システムの標準化、互換性、セキ三リティの確保等の環境整備を図

る。                      _   .
保険者についても、例えば支払基金に関しては、今年の4月 からレセプトを電子

データの形態で受け取る場合、支払う手数料が1円引き下げられたが、保険者にお

０
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けるオンライン化の推進の観点から、厚生労働省は審査支払機関に対 し、オジライ

ンを導入した保険者と導入 しない保険者間の手数料の差を拡大させることについて

も併せて検討させる。 (Ⅲ医療イ0)

③ オンライン請求に対応した電子点数表の完成と電子化に対応した点数計算のロ

ジックの整理 【平成 20年度点数表を完成、平成 23年度までにロジックの整備】
レセプ トのオンライン請求の基礎となる電子点数表について、平成 20年度診療報

酬改定に合わせ早期に完成させるとともに、将来的にはオンラインを利用した、迅

、速かつ適正な審査が実施できるよう、電子化をにらみつつ、引き続き点数計算ロジ

ックをより明確にする。なお、電子点数表の作成に当たっては、出来得る限り簡素

化し、いつでも、また誰でも、そしてそのままの状態で利用可能なものとする。ま

た電子点数表作成に際しては、病院、保険者、支払基金、国保連それぞれのシステ

ム開発を担う民間と協力して進める。 (Ⅲ医療工0)

④ レセプトデータめ収集・蓄積体制め構築 【平成 19年度申に結論 口平成20年度か

ら措置】

レセプトデータについては、多くの医療情報が含まれる貴重なデータであり、こ

のデータを収集 0蓄積し、分析することは、統計学的・疫学的なデータに基づいた

質の高い医療を研究し実践する上で非常に有益であると考える。この観点より、レ

セプトオンライン請求化に合わせ、平成20年度末までにレセプトデニタの収集・分

析体制を構築し、平成23年度以降は全国のレセプトデータを収集・蓄積 0活用でき
iる体制を構築、運用する。(Ⅲ医療イCD

⑤ 医療データの利用ルールの確立 【平成19年度中に結論:平成20年度から措置】
レセプトオンライン請求化による診療情報の収集。蓄積に加え、平成20年度から

特定健康診査の実施により、健康情報について、収集・蓄積されることになるが、
これらの収集・蓄積された膨大な診療・健康情報を相互に関連づけるほか、必要に

応じて分析上有用な他のデータベースとリンクさせることにより、データゥエアハ

ウス化 (DWH)が可能となる。    ・     、

このデ=タ ウエアハウスについては、例えば統計法などの取り扱いを参考にしつ

つ、その恣意的な利用を防ぐとともに、国の独占利用を排除し、民間べの開放を前

提とした利用ルールを確立し、国民の健康の増進に資する幅広い分野での利用を図

る:(Ⅲ医療イ④b)

⑥ 医療機関が診療情報を電子的に外部に出す場合の標準の制度化 【平成 1́9年度中

つ
０
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２

に奮辞論i】                                        ■

病院・診療所間の医師の偏在などが危惧される中、病院・診療所の役割分担をよ
り明確にし、医療機関間における高度な医療連携を進める必要がある。こうした連

携を行う上では、医療機関間における診療情報の共有化が必須条件となるが、医療

機関が所有する電子カルテなどの診療情報について医療機関ごとにその様式が異な
る、などといったことが情報共有化の障害となっている。     ｀

したがちて、医療機関が他の医療機関など外部に提供する電子的診療情報につい

ては、世界的に普及しているデータ交換規約に様式を統下することを制度化する。
また標準化された電子的診療情報lま、患者個人の所有物であるとの原則の下、当該
情報について患者個人が自由に管理、あるいは外部組織に保存を委託し、疾病管理
に利用するなどその環境整備についても早急に検討を進める。(Ⅲ医療イa)、

⑦ 医薬品″医療材料への標準コニド付与の整備推進 【平成 19年度中に結論・措置】
医薬品 0医療材料に標準コ早ドを付与することは、メーカーから医療機関までの

流通管理を精緻化し、物流の効率化、医療事務コストの削減にうながるとともに、
医療機関において体制整備が進めば医薬品の取り違えによる医療事故の防止や、 ト
レーサビリティの確保により、医療安全の向上に寄与するものと考えiられる。
この標準コー ド付与については、医薬品において、既に通知が出され、平成 20

年9月 までに標準量■ドの整備が図られる予定である。T方、医療材料においては、
生産・流通業者の任意に委ねられているため、標準コードを付与する業者t付与し
なぃ業者が混在しており、その効果が十分に発揮されているとは言い難い状況にあ
る。.したがって、医療材料においても、通知を発出し、標準コード付与の整備を図
り、その効果の拡大を図る。(Ⅲ医療イC)

レセプトの審査占支払に係るシステムの見直し

① 支払基金の業務効率化 【平成19年末までに業務効率化計画を作成、平成19年度
末までに手数料適正化の見通しを作成】

現在、健康保険などの棚 者保険に係るレセプトの審査・支払業務については、
支払基金にて実施しており、

′
医療機関に対しレセプトオンライン請求の前提となる

.電
子レセプトの普及促進を働きかけてきたが、年間約8億件にものぼる膨大なレセ

プトは、電子レセプトが3分の1を占めるものの、いまだ多くがオンライン化され
ておらず、また、3分の2をいまだ紙ベースで処理しているため、多くの人手が必

要となり、結果として高コストな業務となっている。しかしながら、今後はレセプ
トオンライン請求の義務化に伴い、支払基金が行つている業務のうち、審査 0支払
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業務などについては、効率化できる。  .
また、レセプ トオンライン請求の進展により、単純な計算ミスやル‐ル逸脱など

明らかに保険請求としては不適切な内容を記載したレセプトは、システムを通る過

程で自動的に誤りが指摘されるなどの対応がなされるようになる。一方、システム

ロジックだけでは簡単に対応ができないような、より高度な医学的判断を必要とす

る審査については、重点的に審査されるがきレセプ トとそうでないレセプ トを区分

することにより、メリハリをつけた審査を行う。

したがって、厚生労働省は支払基金に対し、オンライン化の進展に合わせて、こ

うした審査のあり方を含む業務フローの抜本的な見直しを前提とした業務効率化計

画 (400床以上の病院のレセプ トオンライン請求化が義務化される平成 20年度から、

原員1完全オンライン化が実現する平成 23年度までの年度ごとの数値目標を含む工

程表など)の作成を促 し、この計画に基づく審査 0支払業務に係る手数料の算出根

拠を明ら力|こ し、手数料適正化の数値目標を明示させる。尚、こうした業務効率化

計画及び手数料適正化の見通しにっいては、広く国民の知るところとなるよう、具

体的且つ分かり易くホニムページなどで公表させる。 (Ⅲ医療ウ③

② 審査支払機関間におけう受話競争の促進 【平成19年度末までに結論】 _

審査・支払業務のオンライン化による効率化は、国民が負担する医療保険事務費

用を大いに1堡減させるという点で極めて重要であり、そのIFt実な遂行のためには審

査支払機関間において競争原理を導入することが必須条件である。規制改革・民間

51放推進会議から、審査・支払業務の受託競争環境を整備する施策としてt健康保

険の保険者及び国民健康保険の保険者が支払基金・各都道府県国保連のいずれに対

しても審査・支払を委託できる仕組みとするとの提言がなされ、平成19年度から実

現化されたところである。                ´

′ 今後夏なる受託競争の促進による審査・支払業務の効率化を図るため、厚生労働

省は、保険者が他の都道府県の国保連を含むいずれの審査支払機関にも、医療機関

側が十分な準備ができる期間を置いた上で、審査・支払を委託することができる旨、

周知徹底する。また審査支払機関の公正な章託競争環境を整備するためには、各審

査支払機関における手数料、審査取扱い件数ゃ再審査率、審査・支払部門のコスト

を示す財務情報など、一定の情報については公開させるとともにて支払基金と各都

道府県国保連の審査・支払部門のコストが比較できるよう、それらを示す財務情報

を公開する際の統一的なルールを設定する。        、

あわせて、保険者「識 払機関間の契約モデルの提示、保険者が指定した審査

支払機関にレセプトが請求されるようなインフラの整備、診療報酬点数表等に基づ

いたレセプトを照合する等の審査ロジックの公開、紛争処理のあり方の見直しを行

う。(Ⅲ医療ウ③)



規制改革会議 中間とりまとめ
一年末答申に向けての問題提起―

■   概 要

【抜粋】

平成20年 7月 2日

規制改革会議



① 医療の 1丁化の推進

ア IT化の推進による質の医療へめ転換

レセプトオンライン請求化により収集・蓄積される診療情報に加え、今年度か  :
ら特定健康診査が実施されることで、健康情報についても収集・蓄積が進むこ     ~
とになる。今後はレセプト様式の見直し (傷病名とそれに対応する医療行為の

リンク付け)を行うべきであるもこれらの情報を分析・活用する'こ とは、「標準

的な医療」の確立に資すると考えるためである。この「標準的な医療」を患者   `
それぞれの症状に応じて実施することにより、医療機関間・地域間での格差の

少ない、質の高い医療を供給することが可能となる。
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従つて、これらの医療情報・健康情報を収集・蓄積する体制を早急に整備する

とともに、個人情報の保護に十分な対策を行つた上で、これらの情報を広範囲
に活用できる仕組みについても、あわせて構築するべきである。

また、医療機関において蓄積された医療情報を共有化し、効率的かつ質の高い

医療提供体制を構築するため、診療記録等の医療分野における電子イヒされた情
報については、外部保存を行うことができる

―
を進めていくべきである。

さらに、「標準的な医療」の確立と並行しt医療費の支払方式についても、現

在の出来高払いを中心とする方式から DRG―PPS(診鵬 11定額払い)を中心とす

る方式への切替えを進め、より質の高い医療が幅広く実施されるようにするベ

きである。加えて、医療の質を更に向上させるために、治療成績の良好な医師・

医療機関を診療報酬においても優遇するといつた、質に基づく支払 (Pay For

Performance)の 導入についても検討を実施し、必要な措置を講じる人きである。

イ IT化の推進による支払基金の業務効率化、保険者機能の強化
「規制改革のための第 1次答申」(平成 19年 5月 30_日 )においては、平成 23

年度のレセプ トオンライン請求の義務化を踏まえ、健康保険などの被用者保険

に係るレセプ トの審査・支払業務を実施している社会保険診療報酬支払基金 (以

下、支払基金)の業務効率化について提言し、閣議決定をしたところである。

それを踏まえ、支払基金は平成 19年 12月 に「レセプ トォンライン化に対応

したサービスの向上と業務効率化のための計画」、平成120年 3月 に「原則完全

オンライン化の段階における手数料適正化の見通し」を作成したものの、当会

議が業務効率化に当たらそ要求した「審査のぁり方を含む業務フローの抜本的
な見直し」が全くなされていない。手数料の引下げ幅も極めて小幅であり、更

に、「審査の質の向上」、「新たな審査サービスの提供」をうたってはいるが、そ

れぞれに要する費用とその効果が明示されていないなど、論外な内容となって

いる。 (図表 1-(1)一②)                    ′

当会議が考える「抜本的な見直し」とは、オンライン請求化により審査・支

払業務がほとんど自動化され、支払基金の機能は保険者・医療機関間の紛争解
決に特イヒされることであり、その結果として、審査 ,支払の委託手数料を現行
の数分の1程度に引き下げるものである。

従つて、厚生労働省及び支払基金は、「第1次答申」0「第2次答申]の趣旨を

踏まえ、電子J点数表・点数計算ロジックの整備、レセプト様式め見直しを着実
に進めるなど、審査の自動化を促進するための対策を検討し:その対策を繊り
込むなど、業務効率化計画及び手数料適正化の見通しについて、早急に抜本的
な修正を行い、業務内容ごとの費用対効果を明確化した上で、それを一般に公

０
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表すべきである。

支払基金は民間法人でありながら、その理事長に長年、厚生労働省 (社会保

険庁)関係者が就任しているばかりか、現在の支払基金の常勤理事・監事の多

くを厚生労働省関係者が占めるという不自然な状態が存在する。支払基金の業

務効率化を図る上では、民間における法人経営に関する知見が必須であること

から、現在の理事長、常勤理事 0幹事の選出要件についても、至急見直しを実

施すべきである。

また、レセプ トの審査・支払については、本来、保険料を負担している保険

者が主体的に実施する,べき業務であるところ、支払基金に業務委託を行ってい

るものであるが、オンライン請求化により審査・支払業務の自動化が進展した

場合には、保険者自身が審査 0支払業務を行 うことが容易となることが想定さ

れる。

従うて、保険者がその本来の機能を発揮するためにも、オンライン請求化の

進展にあわせt現在保険者がレセプトの直接審査を実施する上で障害となって

いる医師の事前合意などの要件について、その廃止に向けた措置を講じるべき

である。        、

図表 1-(1)一 ② 支払基金の手数料削減見通し

平成 23年度 平成 19年度 蛙

医科・歯科レセプト 106円程度 114.2円 ▲8円程度

調剤レセプト 49円程度 57.2円 ▲8円程度

平 均 88円程度 97.5円 ▲10円程度

粉 社会保険診療報酬支払基金「手数料適正化の見通し (平成 20年 3月 )lによる('1

ｎ
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「|■

規制改革会議  |



【問題意識】

イ :T化の推進による支払基金の業務効率化、保険者機能の強化

(ア)社会保険診療報酬支払基金の業務効率化等

本項においては、当会議の社会保険診療報酬支払基金 (以下、支払基金)に
関する問題意識を述べることとする6

後に述べる支払基金の問題点につぃては、その解決に向け取り組むことにつ

ぃて合意を得るべく厚生労働省の担当部局と折衝をおこなってきたものであ
るが、残念ながらそれは叶わなかった。しかし、支払基金の業務効率化及び保

険者機能の強化が必要であるとの当会議の認識にいささかも変わりはない。む
しろ、レセプトオンライン請求の義務化が閣議決定されている平成 23年度ま
でに残された時間が刻一刻と少なくなっているにもかかわらず、厚生労働省は

支払基金を指導する姿勢を一向に見せず、焦燥の念を強めるばかりである。
他方、支払基金を取り巻く環境に多少の動きも出始めている。本件が前進を

見せない一方で、レセプト様式の見直し等、医療のIT化は、関係者がその危

機感を共有するに至り、徐々にではあるが進み始めているのである。支払基金

: の業務効率化についても具体的進展が見られるよう、当会議は引き続き訴えて
いく所存である。

以下、支払基金に対する当会議の問題意識である。

支■基金は、健鰈 険などの被用者保険に係るレセプトの審査・支払業務を、
過去特殊法人の時代から事実上ほぼ独占的に実施している。5,300人の職員に

より約 800億円の費用をかけてこの業務を実施しているが (平成 19年現在)、

この費用は健康保険組合からの審査・支払手数料、つまり患者が負担する保険
料等からなつており、国民負担の上に成り立らてぃる法本といえる。
この支払基金については、「規制改革推進のための第1次答申」(平成 19年

5月 30日 )において、レセプトオンライン請求の義務化を踏まえ、これまで

人手を頼つて実施してぃた業務のあり方を抜本的に見直すことにより、審査・

支払業務の迅速化や審査の精緻化・公平性の担保とともに業務効率化に大きな

進展が期待されることから、その在り方について提言し、閣議決定がされたと
ころである。

これを踏まえ、支払基金は平成19年 12月 に「レセプトォンライン化に対応
したサービスの向上と業務効率化のための計画」、20年 3月 に「原則完全オン

ラインfヒの段階における手数料適正化の見通し」を作成したものの、当会議が

業務効率化に当たって要求した「審査のあり方を含む業務フローめ抜本的な見



直し」は全くなされていない。19年度から23年度にかけての4年間の人員効
率化は自補 の 5∞ 人にとどまり、人輌 猜 む削減額は限訥  (平成 19年

度785億円から23年度730億円に、55億円の削減)である。その結果として
の手数料引下げ幅も極めて小幅 (医科歯科レセプトは平成 19年度 114.2円、

調剤レセプトは同 57.2円 から、23年度にかけてそれぞれ8円程度引き下げ)

にとどまうている。さらに、「審査の質の向上」、「新たな審査サービスの提供」

がうたわれてはいるが、それぞれに要する費用とその効果がトータル額のみの
明示にとどまりその内訳が明示されていないなど、全く不十分な内容となって

い る 。
:  ′              、

当会議が考える「抜本的な見直し」とは、オンライン請求化により職員によ

る審査・支払業務がほとんど自動化され、医師による専門的な審査に重点を置
いた上で、支払基金の機能は保険者・医療機関間の紛争解決に特化されること

であり、その結果として、審査。支払の委託手数料を現行の数分の1程度に引

き下げるものである。国家戦1略として医療の IT化を推し進めてきた韓国の審
査支払機関では、日本の8割弱の件数のレセプトに、支払基金の3割弱の約
1,500人の人員で対応しており、制度の違いから一概に単純比較できないもの

の、韓国の取組も参考にした徹底的な効率化が求められる。

厚生労IJil省は、支払基金について、その効率化の必要性を否定しているわけ
ではないが、民間法人であるため積極的に指導する立場にないと一貫して主張
している。一方で、その支払基金は、理事長をはじめとした運営責任者の多く

を厚生労働省関係者が占めているにもかかわらず、改革当事者としての意識が

極めて希薄なであり、そのことは、前述の経緯で提出された、具体性を欠き情

緒的記述に流れた合理化案を見れば明らかでぁる。事態は急を要する。高齢化
の進展や、医療技術の進歩による医療費の増大 tま避けられず、今年度に入つて

は、財政悪化を理由とした健康保険組合の解散が相次ぃでいる。健康保険組合

連合会によると、平成 19.年度には赤字組合の割合が4害J強であったが、20年

度においては高齢者医療制度の創設に伴う拠出金の負担もあり:その割合が 9

割に達するとの見込みもある。各健康保険組合の効率化努力を 卜同って財政悪

化が進んでおり、今後保険料改定による組合員の負担増加が大いに懸念される。

このような状況から、国民負担で成り立つ支払基金の業務効率化は喫緊の課題

であり、国民の大きな関心事になりつつある。そもそも、上述の通りt保険者

等は支払基金に年間約 800億円の手数料を支払らているがでその審査による診

療報酬の削減効果は約 300億円にI_5ぎなし、 これらを踏まえ、あらためて抜本

的な業務効率化に取り組むことは、支払基金の責務である。そして、健康保険
行政を管轄する厚生労働省もその責を負うものであり、民間法人固有の問題と

０
こ



片付けてよいはずがない。

平成 23年度のレセプ トオンライン請求の義務化に向け、システム整備のた

めに官民ともに既に多大な費用が投入されており、これからもこの費用負担は

継続する。支払基金の業務効率化は、このレセプ トオンライン化の効果を最大

限発揮する為の試金石ともいえるものである。効率化の対象は多岐に互る。

例えば、支払基金の事務所は、社会保険診療報酬支払基金法 (昭和 23年法

律第 129号)第 3条 (「基金は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所を各

都道府県に置く。」)に基づき、すべての都道府県にその支部が設置されている

が、その設置基準は半世紀以上も前に設けられたものであり、オンライン化を

想定したものではない。電子化に伴い、データ処理の集約化及び業務処理の効

率化を見込むのは当然であり、現在のように各都道府県に支部が設定されてい

る状況は根本から見直すべきであると考える。

このことは、現在、支払基金の審査による都道府県ごとの査定率を比較した

場合に相当な格差が生じている実態からも、必要な措置であることは明らかで

ある。厚生労働省は、支払基金の審査内容や査定基準について都道府県間で差

異が生じている場合には、適切な審査が行われるよう必要に応じて指導を行つ

ているとしている。また、支払基金においては、適宜支部に対して基準となる

対応を示して審査上の取扱いの周知徹底を図るとともに、「審査に関する支部

間差違解消のための検討委員会」や「審査情報提供検討委員会」を設置するな

ど、支部間の差違を解消するための取組も積極的に行つているとしている。し

かし、実態は都道府県の間で 30倍以上の格差が生じており、現行の格差是正

の仕組みが機能しているとは到底いえない。審査のシステム化や(支払基金の

組織 。審査委員会の統合により、適正かつ厳正な審査が徹底されることが強く

求められる。

以上の問題意識を踏まえ、次の項目について早急に取り組むべきであると考

える。

a 支払基金の業務効率化を踏まえた、新たな「業務効率化計画」及び「手数

料適正化の見通しJの作成

厚生労働省及び支払基金は、「規制改革推進のための第 1次答申」及び「規

制改革推進のための第 2次答申」 (平成 19年 12月 25日 )の趣旨を踏まえ、

電子点数表・点数計算ロジックの整備、レセプ ト様式の見直しを着実に進め

るなど、審査の自動化を促進するための対策を検討し、その対策を織り込む

など、「業務効率化計画」及び「手数料適正化の見通し」について、早急に抜

本的な修正を行い、業務内容ごとの費用対効果を明確化した上で、それを一

●
●

■
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般に公表すべきである。

b 支払基金の事務所設置の見直し     ―

支払基金の都道府県支部においては、これまでレセプト審査にカロえて、各

地域の医療機関に対する保険診療ルール遵守の指導を通じてその定着を図る

役割を担つてきたことは理解するが、このことは、全都道府県に事務所が必

要な理由にはならない。

現状の医療保険財政を取り巻く厳しい環境を踏まえた場合、保険診療ルー     :
ル遵守の指導等の役割に配慮しながら、複数の都道府県を東ねる形で再編す

ることを検討すべきである。なお、審査の公平・公正性の観点からは、でき

るだけ大きな単位で集約されることが望ましいと考える。   ~

c 支払基金の審査の公平性の確保    1          -
都道府県ごとの査定率、医科と歯科の査定率を比較した場合に相当な格差

が生じている実態について、都道府県ごとの差異については、支払基金各支
部の査定基準が統‐されていないことが原因であると考えられることから、

統一された査定基準を設けるべきである。              ~     '
また、医科と歯科の査定率の差違については、各々の診療の特性に応じて

別個の診療報酬体系として定めてしヾることも原因のひとつである可能性は否     :
定しなぃが、その原因を更に検証し、格差の是正を図る措置を講ずるべきで

ある。                   `   :
なお、これらの格差を是正する措置を講ずる際には、医学的判断を要する

審査の厳格な実施を確保すべきである。                     _

d 支払基金の役員体制の選出の在り方の見直し      、

支払基金の役員体制は、特殊法人の時代から、保け 、被保峰 、 
「診療担当者代表及び公益代表が同数を占めており、平成15年の民営化以降も

まつたく変更されていない。

役員の人員構成については、支払基金の事業運営資金であるレセプト審
査・支払手数料の負担者が中′ぃとなっそその事業運営をすることがふさわし

~
いことから、

｀
保険者代表がその過半数を占める構成に見直すべきである:     

・

併せて、公益代表の内訳は、特殊法人時代を踏襲してすべて厚生労働省関

係者が占めており、民間法人となった現在においては極めて不自然な状態で

あることから、厚生労働省関係者が就任しないよう見直すとともに、被保険
者代表にういては、組合組織率の低下を踏まえ、労組団体の構成比率を見直

14    .



すべきである。

(イ )保険者機能の強化
(レセプトの審査。支払いについては、本来、患者及び被保険者のエージェン

トであり、保険料を負担している保険者が主体的に実施するべき業務である。

健康保険法 (大正 11年法律第70う においても、「保険者は、(中略)審査の

上、支払うものとする」、また、支払基金に「委託することができる」と規定

されているところでありヾ 法律上は直接審査が原則であり、支払基金による審

査が例外であると解される。しかし、現状では、支払基金が健康保険などの被

用者保険に係る審査・支払業務を事実上ほ}渕虫占している状態にある。

この保険者による直接審査を妨げているのは、いわゆる「事前合意要件」で

ある。法律上認められた直接審査を行うためには、保険者は、個別の保険医療

機関から合意を取り付けることが必要とoれているがで
｀
すべての保険医療機関

から合意を取り付けることは事実上不可能である。

今後、オンライン請求化により審査・支払業務の自動化が進展した場合には1

保険者自身が審査・支払業務を行うことが容易となるものと想定されることか

ら、保険者がその本来の機能を発揮し、自ら効率的かつ適正な審査を行うこと

ができるようにすべきである。   .
なお、平成20年 10月 より二部の健康保険組合において調剤レセプトの直接

審査が開始されているが、事前合意のない調剤薬局のレセプトについては、従

前通り支払基金により審査されており、事前合意要件が直接審査の妨げになつ

ていることに変わりはない。                `
したがつて、次の項目につい∫早急に取り組むべきであると考える。

a 直接審査の事前合意要件の撤廃

現在保険者がレセィトの直接審査を実施する上で障害となっている保険医
療機関・薬局の事前合意要件については、決済ルールや紛争処理ルールを定

めた上で、撤廃すべきである。

b 直接審査のための環境整備

事前合意の廃上後のルール作りなど事前合意要件廃止の環境が整うまでに

おいては、以下に掲げるような、事前合意が得られやすい環境の整備に取り

組むべきである。

a)個別の合意の煩雑さを解消するために、特定保健指導等で認められてい

る集合契約のようなグループによる合意手続きの仕組みを、特定保健指導

Ｅ
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等の状況を踏まえて導入

b)保険医療機関・薬局が直接審査に対応することによりt保険者ごと1朝1々

にレセプトを送付する必要が生じるなど、保険医療機関・薬局側に事務負

担が発生する:一方で、保険者は支払基金への審査・支払手数料の支払い

が不要となることから、この事務負担を軽減するために保険者側から事前

合意した保険医療機関・薬局に対して事務手数料を支払うことを可能にす

る仕組みを導入  :
c)調剤レセプトの直接審査・支払に適用される公正な審査体制のみなし規

定 (支払基金との指導契約)と 同様の規定について、調剤レセプ トでの実

施状況を踏まえて、医科・歯科レセプ トに導入      :
d)、支払基金の各支部における審査基準について、医学的判断が標準化可能

なレベルに収餃した事例については支払基金のホームページにおいて既に

公開済みであるが、収敷するまでに至らない判断基準については非公開と

されていることから、直接審査の際の判断材料となるようすべて公開

ｒ
ｕ



規制改革推進のための 3か年計画 (改定 )

‐【抜粋】

平成 20年 3月 25日

閣  議  決  定
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イ IT化、事務効率化

鶉 師 容
当晦 と

嚇

実施予定時期

強 罐 |… l識 1犠

①医療分野 I

T化 のグラ

ン ドデザイ

ンの推進

偏 生労働省)

医療の質の向上と効率化の観点から、医療分野

の IT化に関するグランドデザインを推進する

支援・助成について、医療費体系の整備の在り方

を含め検討しこ電子カルテ等、各種 IT化を統合

的に推進する。        ,

医計画・

療イ①

逐次実施

②電子 レセプ

トによるオ

ンライン請

求化の確実

な撻

厚生労働省)

a レセプ トオンライン請求化に関して、平成

18年の厚生労働省令について (i)オンライ

ン請求化の期限が努力目標ではなく義務であ

ること。 (五 )義務化において現行以上の例外

規定を設けないこと。(面)義務化の期限以降、

オンライン以外の手法による請求に対して診

療報酬が支払われないことを、医療機関・薬局

に周知徹底する。            .

計画・医

療イ②a …

度力iら順次鋼 L
平成8年度当初から原則完全

オンライン化

b オンライン請求されたレセプトに関して、医

療行為発生後最長約3ヶ月間かかつている診

療報酬の支払までの期間を、保険者側の協力を

前提に短縮すること、激 剛 点数におけるカロ

算について、オンライン請求の、より効果的イ

ンセンティブとなるような見直しを実施する

ことなど、医療機関のオンライン請求化を促す

仕組み、すなわち、医療機関へのインセシティ

ブ施策を検討する。

また、医療機関において、オンライン化に適

合した請求システムが円滑に導入されるよう、

請求システムの標軒 h互換性、セキュリティ

の酔 の%を 図る。

審査支払機関に対し、オンラインを導入した

保険者と導入しない保険者間の手数料の差を

拡大させることについても併せて検討させる。

計画・医

療イ② b

０
０



鶉 措置内容
当申 と

嚇

実施予定時期

轍 罐

…

  |  114層 粛じ21犠

③審査支払機

関の I_T化

の縫

睦 秘 )

社会保険診療報酬支払基金など審査支払機関

は、電子レセプ トに対応した投資を集中的に行

い、■連の審査葉務全般にわたって電子的手法を

活用した方式を開発するなど、審査の質の向上と

効率化を図る。

計画・医

療イ③ …

④ レセプ トの

データベー

スの構築 と

利用環境の

輸

厚生労働省)

a レセプ トオンライン請求化に合わせ、平成

20年度末までにレセプ トデータの収集 0分析

体制を構築 し、平成 23年度以降は全国のレセ

プ トデータを収集・蓄積・活用できる体制を構

築、運用する。

計画・医

療イ④ a

編 平成20年度から措

置    '

レセプ トオンライン請求化による診療情報

の収集・蓄積1劫日え、平成 20年度から特定健

康診査の実施により、健康情報についても収

集・蓄積されることになるが、これらの収集 。

蓄積された膨大な診療・健康情報を相互に関連

づけるほか、必要に応じて分析上有用な他のデ

ータベースとリンクさせることにより、データ

ウエアハウス化 (DWH)力江離:と なる。

このデータウエアハウスにらぃては1例えば

統計法などの取り扱いを参考にしつつ、.その恣

意的な利用を防ぐとともに、国の独占利用を排

除し、民間合の開放を前提とし新 ll用ルールを

確立し、国民の健康の増進に資する幅広い分野

での利用を図る。、   1

計画・医

療イ④b

編 平成20年度から措

置

19



鶉 措置内容 ,

当

…

と

嚇

実施予定時期

執 囃 増翔崎墳 1乎姥1犠

⑤電子カルテ

システムの

普及促進

繹生労働0

厚生労働省の保健医療情報システム検討会

が「保健医療分野の情報化にむけてのグランド

デザイン」 (平成 13年 12月 )で提言した平成

18年度までに全国の診療所の6割以上、4∞ 床

以上の病院の 6割以上に電子カルテシステム

を導入させるとした目標を確実に達成できる

よう、具体的な実行策を明定し、公表する。併

せて、電子カルテシステムの導入負担を軽減

し、導入が促進されるよう、地域中核病院等に

web型電子カルテを導入して診療所等の電

子カルテ利用を支援する等、具体的な措置を講

ずる。            .

計画 。医

療イ⑤a

b 電子カルテにおける用語・童― ドとレセプ ト

における用語・コー ドの整合性を図り、カルテ

か らレセプ トが真正に作成される仕組みを構

築し、我が国のカルテについて電子カルテ化を

積極的に推進することとし、そのための実効性

ある方策を講ずる。

計画・医

療イ⑤b

逐次実施

c 電子カルテシステムが導入された後も、医療

機関において継続的に運用されるよう、システ

ム導入後の運用維持も視野に入れ、電子カルテ

システムを用いた望ましい診療行為や医療機

関の体制の評価を踏まえ、具体的な推進策を策

定し、階 る:

計画・医

療イ⑤と

右昔撻塁

d オーダーエントリーシステムの導入、バニコ

ー ドによる患者誤認防止システムなどのIT
を使つた医療安全対策を=層推進する。

計画・医

.療イ⑥ d

逐次実施

ｎ
ｕ

Ｏ
こ



鶉 措置内容
当叡后柿野等と

嚇

鋤 詢

軌 罐 l… 1戟 1牲

⑥診療情報等

の共有 の促

進 と電子カ

ルテの標準

化薇己遷彗

隧 労働省)

a 安全で質の高い患者本位の医療サービスを

実現するために、個人情報の保護など一定の条

件を備えた上で、動 を複数の動 で

共有し有効活用ができるよう措置する。

計画・医

療イ⑥a

逐次実施

b カルテの電子化を促進するに当たっては、医

療における IT化の推進という方針の下、カル

テの互換性 。規格の統一、レセプ ト・カルテ連

動のためのコー ド整備等の技術的な課題を解

決するとともに、具体的な導入促進策や各種の

促進手段を政府として明確にし、実行する。

計画・医

療イ⑥b

逐次実施

ご 医療機関が他の中 など外部に提供す

る電子的診療情報については、世界的に普及し

ているデータ柳 に様式を統一すること

を制度化する。また標準化された電子的診療情

報!ま、患者個人の所有物であるとの原則の下、

当該情報について患者個人が自由に管理、ある
:いは外部組織に保存を委託し、疾病管理に利用

するなどその環境整備についても早急に検討

を進める:

計画 0医

療イ⑥ c

一編
　

　

　

　

　

′⑦電子カルテ

等診療情報

の医療機関

外での保存

隧 労働省)

電子カルテ等診療情報の医療機関外での保存

については、情報の安全確保等、外部保存受託機

関として満たすべき技術及び運用管暉 卜の要件

を示したガイ ドラインを速や力ヽ こ開示、周知徹底

し、診療情報の電子化及び患者の診療継続等のた

めの医療機関間での情報共有を推進する。

I平成17年 3月「医療情報システムの安全管理に

関するガイドライン」】

計画・医

療イ⑦

逐次実施

●
‘



鶉 措置内容
当初日洒蒔と

囃

実施予定時期

勁 罐

…

磁 1犠

③遠隔医療等

の医療分 野

の IT化 の

縫

殴 うた,11111警 ))

a 高度な医療サ,ビスを効果的、効率的に提供

できるよう、病診戯駅請市離 と併せて、遠

隔診断等の遠隔医療を推進する。

また、各種データ交換の際のフォーマット、

電子的情報交換手順、情報セキュリティ技術等

の標準について早急に確立し、積極的な普及策

を言静ずる。

計画・医

財 ③a

逐次実施

b 病院内のチーム医療と同等な高レベルの処

方チェックを可能とすべく、ITを活用した薬

局機能の高度化につし`て検討し、今後とも規制

改革推進のため、所要の措置を講ずる。

計画・医

療イ③b

逐次実施

⑨医薬品・医療

材料へ の標

準 童― ド付

与

隧 労働省)

標準平ァ ド付与につぃては、医薬品において、

既に通知が出され(平成 20年 9月 までに標準コ

ー ドの整備が図られる予定である。医療材料にお

いても、通知を発出し、標準コー ド付与の整備を

図り、その効果の拡大を図る。

計画・医

療イ⑨ 時

⑩ レセプ トオ

ンライ ン請

求化 を踏ま

えた レセプ

ト審査の質

の向上、医療

費分析の推

進

厚生労働省)

嘘 プトオンライン請求化を踏まえ、例えば傷

病名とそれに対応する医療行為の対応関係を明

ら力■こし、かっ一般にも公開することとするな

ど、レセプト審査の質の向上、医療費分析を推進

するための方策について、検討を行う。

重点 。医

療(3)④

検討 P結

論

ウ 保険者、保険運営、審査支払等

鶉 措置内容
当初計画等との

縣

実施予定時期

軌 罐
…

｀

詑 1犠

①保険者の自

主的運営の

ための規制

緩和等の措

置 .

厚生労働省)

保険者の自立的な運営のため、各種許認可手続

など、下層の規制緩和等の措置を講ずる。  _
計画・断

ウ①

逐次実施

０
こ

の
こ



鶉 措置内容
当初計画等との

断

実施予定時期

勁 罐

…

職 1犠

②医療機関。薬

局と保険者

間の直接契

約に関する

条件の緩和

殴 労働省)

「規制改革・民間開放推進 3か年計画 (改t~l」

(平成 17年 3月 25日 間議決定)における「保険

者と医療機関の直接契約が進められるよう、現行

の契約条件等について過度な阻害要件がないか等

について保険者の意見を踏まえつつ、条件緩和に

ついて検討する。【逐次検討】」との決定を踏まえ、

例えば以下のような事項について、保険者からの

要望があれば側國拘に聴取するとともに、「健康保

険法第 76条第3項の認可基準等について」 (平成

15年 5月 20日 健康保険組合理事あて厚生労働

省保険局長通知 :保発第05200001号)及び「保険

薬局に係る健康保険法第 76条第 3項の認可基準

等について」(平成 17年 3月 30日 健康保険組合

理事あて厚生労働省保険局長通知 保発第

03300002号)の通知における要件の見直しについ

て結論を出す。

・直接動 の対象医療機関

―

の名称等の

内容を保険者の組合規約に明記す人きとする要

件を廃止すること。

・認可申請の際にフリーアクセスを阻害していな

いことを客観的に証明するために保険者に提出

が求められている書類の記載内容を簡素化する

こと。

・契約医療機関における当該保険組合加入者の受

計画・医療

ウ②

逐次検討 0結論

０
０

０
こ



鶉 措置内容
当初計画等との

臨

・

実 翻 輌 蔵 卸

軌 罐

…

  l  
コ平4n藤 :214手 ョ雪ヒ

価格設定が、契約当事者間の合意があれば、よ

り自由に設定できるよう、要件を
―

ること。

・認可を取消された場合であつても保険者、保険

組舗 畔 の受場 の継続性嚇 めため、

当事者間の合意があればt一定期間、継続的に

運用を可能とする猶予措置を講じること。

③審査支払機

関間の競争

環境の輪

隧 労働省)

a 更なる受託競争の促進にょる審査・支払業務

の効率化を図るため、保険者が他の都道府県の

国保連を含むいずれの審査支払機関にも、医療

機関側が十分な準備ができる期間を置いた上

で、審査・支払を委託することができる旨、周

知徹底する。

計画・医療

ウ③

編

b 各審査支払機関における手数料、審査取扱い

件数、.再審査率、審査・支払部門のコス トを示

す財務情報など、一定の情報については公開さ

せるとともに、轟 と価 県囃 の

審査・支払部門の平ストが比較できるよう、そ

れらを示す財務情報を公開する際の統一的なル

ァルを設定する。 t          '
c 保険者・審査支払機関間の契約モデルの提示、

保険者が指定した識 払機関にレセプ トが請

求されるようなインフラの整備:診療報酬点数

表等に基づぃたレセプトを照合する等の審査ロ

ジックの公開、紛争処理のあり方の見直しを行

う 。

④社会保険診

療報酬支払

基金の業務

の民間開放

惇生労働省)

健康保険組合における診療報酬め審査・支払に

関する事務については、従来、

率払基金に委託するょう通知により指導されてい

たが、現在当該通知は廃止され、健康保険組合自

ら又は       支睡 財 の第二者の

審革 欄脚調によるが藩側豚矧脚椰酬の審査・

支払が可能となっている。

したが輸バl● 健療保険組合から直接疼整E・ 支払

についての具体的な要望が厚生労働省に寄せられ

た際には、その内容にういて速や力ヽこ検討・結論

を出す。

計画・医療

ウ④

辺 3´ d参 漏 司 |・ 編

24



事弓真名 措置内容
当初計画等との

臨

実施予定時期

嘲 罐

ー

職 嵯

また、オンライン請求などの IT化の進展や、

上述した支払基金以外の者による審査 。支払の普

及等に応じて、特鵡 への特化を図るなど、支

払基金の業務の民間開放についても推進する。

⑤社会保険診

療報酬支払

基金の業務

効率化′

隧 労働省)

支払基金に対し、オンライン化の進展に合わせ

て、審査のあり方を含む業務アローの抜本的な見

直しを前提とした業務効率化計画 t400床以上の

病院のレセプトオンライン請求化が義務化される

平成 20年度から、原則完全オンライン化が実現す

る平成 23年度までの年度ごとの数値日標を含む

工程表など)の作成を促し、この計画に基づく審

査・支払業務に係る手数料の算出根拠を明ら力ヽ こ

し、手数料適正化の数値目標を明示させる。尚、

こうした業務効率化計画及び手数料適正化の見通

しについては、広く国民の知るところとなるよう、

具体的且つ分かり易くホームページなどで公表さ

せる。

計画。医療

ウ⑤

平 成 19

年 末 ま

で に 業

務 効 率

化計画、

平 成 19

年 度 末

ま で に

手 数 料

適 正 化

の 見 通

し を作

成

⑥健康保険組

合の規約変

更の届出制

化等

厚生労働省)

健康保険組合の規約変更については、厚生労働

大臣の認可制から螂 出制に変更する事項にづ

いて保険者の意見があれば、それらの意見を踏ま

え、その適否について速や力|こ検討し:届出の対

象とする事項の拡大等を図る。

計画・医療

ウ⑥

逐次検討・結論

⑦患者への情

報提供等の

エージエン

ト機能の充

実

麟 労働省)

被保険者への情報提供等、保険者のエージェン

ト機能の充実を図るため、以下に示すような内容

について、必要に応開 知を図る9

・保険者が医療機関に係る情報収集を行い易いよ

うな方策を講じるとともに、保険者がそれらの

情報を公表することや、被保険者による評価を

反映すること、また、そうした情報を用いて被

購 に対して優良医療機関を推課することを

可能とする等、被保険者の自己選択を支援する

吼

・査定減額の際の患者の一部負担金の過払いの問

題等の解消に向け、被保険者の一部負担金に係

計画・医療

ウ⑦

逐次実施

25



鶉 措置内容
当初計画諄との

臨

実施予定時期

軌 罐

…

犠 1犠

る査定減額相当分について、被保険者の代理者

として保険者が医療機関に返金請求を行うこと

ができることを周知徹底するとともに、保険者

が被保険者への返金分を代理受領し、被保険者
への返戻を可能とする等、保険者力勒 [ス者の

権限行使をサポートするような職

工 診療報酬

鶉 措置内容
当初訓画等との

臨

実施予定時期

報 罐 l… 1犠 1戦

①競争政策の

観点からの

医療費体系

の見直し

雌 労働省)

.競
争政策上のインセンティブという観点から

患者に対してより良い医療を提供した者がより

評価されるという医療費体系の在り方について

検討し、所要の措置を講ずる。

計画・医療

工①

激 鋤

②医療費体系

の在り方

峨 労働省)

医療機関の形態に応じた投資的経費の評価に

関する検討を急ぐとともに維持管理経費等の評

価についても検討雄 め、それらを含めた医療費

体系の整備を図る。

計画。医療

工②

逐次実施

③診療報酬点

数算定ルー

ルの簡素化、

明確化

峨 労働省)

レセプ トのオンライン請求の基礎となる電

子点数表について、平成 20年度診療報酬改定

に合わせ早期に完成させるとともに、将来的に

はオンラインを利用 した、迅速かつ適正な審査

が実施できるよう、電子化をにらみつつ、引き

続き点数計算ロジンクをより明確にする。な

お、電子点数表の作成に当たっては、出来得る

限り簡素子ピし、いつでも、また誰でも、そして
そのままの状態岬 l用可能なものとする。また

電子点数表作成に際しては、病院t保険者、支

払基金、国保連それぞれのシステム開発を担う

民間と協力して進める。          |

計画・医療

工③a

平成20年度点数表の完成、平

成23年度までにロジックあ

鈴ヽ

ｒ
ｕ

Ｏ
こ



鶉 措置内容
当初尉置蒔との

縣

実施予定時期

勁 罐 l… 1職1犠

b i物簾軸酬体系の見直しについては、医療にか

かるコス トを適切に把握するための調査を検

討するとともに、新技術の導入について学会の

調査等の結果に基づく評価を行 うなど、医療機

関のコス トや機能の適切な反映、医療技術の適

正な評価等の基本的考え方に立って見直しを

進める。

計画・医療

工③b

逐次実施

c 算定ロジックの変更等を伴う改定の場合に

は、実施までの嘲 関におけるレセプト電算

システムの修正に要する期間についても配慮

する。

計画。医療

工③c

逐次実施

④価格決定方

法の見直し

殴 労働省)

既存薬の効能について、一定の感駒蔓計力 たヽ再

評価を実施しt以能が認められなくなうたものの承

認を取り消すなどの措置を講ずる。

計画・医療

工④

逐次実施

⑤中央社会保

険 医療協議

会 (中医協)

鮮 の効

停 生労働省)

中医協については、次のような機能、組織の改

革を実施する。また:その運用状況を注視し、必

要に応じて見直しを行う。

研,164回国会に縣 醍 出)

a 改定率を除く診療報酬改定に係る基本的な

医療政策の審議については、       に

ゆだね、そこで渕 改定に係る基本方針」

を定め、中医協においては「基本方針」に沿っ

て、具体的な診療報酬点数の設定に係る審議を

行うこと。

計画・医療

工⑤a

必要に応じ見直し

b 支払側委員及び診療側委員の委員構成につ

しては、医療費のシェア、医療施設等の数、医

、       を師 に

勘案しながら、明確な考え方に基づいて決定す

ること。

計画・医療

工⑤b

中医協外で審議・決定された基本的な医療政

策に沿つて中医協において改定がなされたか

どうかを検証すべく、診療報酬改定結果を客観

的データによらて公益委員が事後評価するこ

:と。

計画・医療

工⑤c
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鶉 措置内容
当初計画饉との

臨

実施予定時期

勁 罐

…

物 牲

⑥包括払い0定

額払い制度

への移行の

雌

殴 労働省)

現在行われているDPCについて、その影

響 ,効果を早期に検証し、より精緻化された、

実効性のあるDPCの実施に向けて検証を進

める。

計画・医療

工⑥a

逐次実施

「規制改革推進のための3か年計画」 (平成

19年 6月 22日閣議決0に 則り、DPC導入

の検証と並行し、DRG一 PPSの導入効果を

参考にして、一入院当たりの包括的 0気酪財ムい

制度の試行を次期診療報酬改定において導入

する。

重点0医療

(3)①尉

画=医療エ

⑥b〕

一提

⑦質に基づく

支払いの推

進

厚生労働省)

欧米諸国の取組内容、国内における医療情報収

集体制の整備状況等を踏まえつつ、質に基づく支

払いの導入にむけて、導入時期、方法などについ

て婦 を開け る。

重点・断

(3)②

検討 開

始

③地j或医療に

貢献す る医

療機関に対

す る診療報

酬評価

厚生労働省)

夜間対応、休日開業、在宅医療、また地域連携

によるそれらの 24時間対応等、地域医療に貢献

する医療機関に対する診療報酬上の評価につい

ては、平成 18年度診療・MI改定においても二定

程度行われたところであるが、改定後の状況を踏

まえた診療報酬上の評価の在り方について、今後

さらに検討し、結論を得る。

計画・医療

工⑦

検討、結

論

⑨いわゆる「混

合診療」の見

直し

麟 労働省)

a 先進医療に係る平成17年の厚生労働省保険

局医療課長通知が導入した薬事法承認の要件

を解除することと併せt患者の選択肢を可能な

限り拡大する観点から、個別の医療技術ごとに

実施医療機関について審査を行つた上で、国内

未承認の薬物 t機械器具を用いた先進的な医療

技術に関する保険診療との併用を認める枠組

みを創設することにより、新たな条件整備を行

う。                               ,

重点。医療

(1)(D

柵

b 平成16年の基本的合意が実効性ある形で実

施されているかを検証する為、先進医療の実施

件数止金額を含む調査を行い、その結果を下般

に公表する。      1

重点・E利寮

(1)(D

激 鋤

０
０

０
こ



規制改革推進のための 3か年計画 (再改定)

【抜粋】

平成 21年 3月 31日 '
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イ IT化、事務効率化

鶉 措置内容
動 と

囃

実施予定時期 :

勁 罐 1轍 鳩 度 1勁 1牲

①医療分野 I

Tイヒのグラ

ンドデザイ

ンの推進

惇生労働省)

医療の質の向上と効率化の観点から、医療分野

のIT化に関するグランドデザインを推進する

支援・助成について、医療費体系の整備の在り方

を含め検討し、電子カルテ等、各種 IT化を統合

的に推進する。

改定 。医

療イ① …

②電子 レセプ

トによるオ

ンライン請

求化の確実

な縫

殴 労働省)

レセプ トオンライン請求イヒに関して、平成

18年の厚生労働省令について (i:)オンライ

ン請求化の期限が努力目標ではなく義務であ

ること。 (五 )義務化において原則現行以上の

例外規定を設けないこと。 (面)義務化の期限

以降、ォンライン以外の手法による請求に対し

て診療報酬が支払われないことを、医療機関 。

薬局に周知徹底する。

その際、地域医療の崩壊を招くことのないよ

う、_自 らォンライン請求することが当面困難な

医療機関等に対して配慮する。

改定・医

療イ②a

職 0年班賃から順次潮劇ヒ、

平成8年度当初から左記を踏

まえ原則完全オンライン化

b オンライン請求されたレセプ トに関して、医

療行為発生後最長約 3ヶ月間かかつている診

療報酬の支払までの期間を、保険者側の協力を

前提に短縮すること、診療報酬点数における加

算について、オンライン請求の、より効果的イ

ンセンティブとなるような見直しを実施する

ことなど、医療機関のオンジ/rン請求化を促す

仕組み、すなわち:医療機関べのインセンティ

ブ施策を検討する。          
″

また:医療機関において、オンライン化に適

合した請求システムが円滑に導入されるよう、

請求システムの標準化、互換性、セキュリティ

の確保等の環境整備を図る。

審査支払機関に対し、オンラインを導入した

保険者と導入しない保険者F85の手数料の差を

拡大させることにつぃても併せて検討させる。

改定・医

療イ②b

ス|ギ Iや′夕.オ カ手3場 ″墾]率らぬ差″′|タ
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鶉 措置内容
びd走言‖画鵡事と

嚇

実施予定時期

執 罐 講姥

“

渡 1平″1犠

③審査支払機

関の IT化
の推進

殴 労齢 )

社会保険診療報酬支払基金など審査支払機関

は、電子レセプ トに対応した投資を集中的に行

い、下連の審査業務全般にわたって電子的手法を

活用した方式を開発するなど、審査の質の向上と

効率化を図る6

改定・医

療イ③

逐次実施

④ レセプ トの

データベー

スの構築 と

情報活用体

制の整備

厚生剛 !脳罰

レセプ トオンライン請求化に合わせ、平成

20年度末までにレセプトデータの収集・分析

体制を構築し、平成 23年度以降は全国のレセ

プ トデータを収集・蓄積・活用できる体制を構

築、運用する。      ,

改定・医

療イ④ a

編 平成20年度から措

置

b レセプ トオンライン化が効果を上げること

ができ登ユ ーニとフイとを通じた医療情

重点・医

療 (2)

①ア (オ )

〔改定・

医療イ④

b〕

編 平成四年度までに

提

塾」聟犠指担の収集・芦積体制を早急に整備す

るとともに、例えば統計法 (平成 19年法律第

53号)な どの取り扱いを参考にしつつ、その

恣意的な利用を防ぐとともに、国の独占利用を

排除し、民間への開放を前提とした利用ルール

蕉嗜 し、国民の健康の増進に資する1幅広い分

野での利用を図る。

また、医療機関において蓄積された医療情報

螢 生L_2聖聖墜婆唆亘セI型壁詮整劃
を構築するため、診療記録等の医療分野におけ

る電子化された情報については、外部保存を行

うことができる環境整備を進める。

●
●



鶉 措置内容
醸巌蔚計轟熙事と

′

  は

実施予定時期

´
ニ

ア 場 員 1囃

…

職 14手 1りに

⑤電子カルテ

システムの

普及促進

厚 生労働省)

a 厚生労働膚の保健医療情報システム検討会

が「保健医療分野の情報化にむけてのグランド

デザイ4 (平成 13年 12月 )で提言した平成

18年度までに錮 の診療所の6割以上、400床

以上の病院の6割以上に電子カルテシステム

を導入させるとした目標を確実に達成できる

よう、具体的な実行策を明定し、公表する。併
せて、電子カルテシステムの導入負担を軽減

し、導入が促進されるよう、地域中核病院等に

Web型 電子カルテを導入して診療所等の電

子́カルテ利用を支援する等、具体的な措置を講

ずる。

改定・医

療イ⑤ a

b 電子力″テにおける用語・コー ドとレセプ ト

における用語・ヨー ドの整合性を図り、カルテ

からレセプ トが真正に作成される仕組みを構

築し、我が国のカルテについで電子カルテ化を

積極的に推進することとし、そのための実効性

ある方策を諦ずる。

改定・医

療イ⑤b

逐次実施

c 電子カルテシステムが導入された後も、医療

機関において継続的に運用されるよう、システ

ム導入後の運用維持も視野に入れ、電子カルテ

システムを用いた望ましい診療行為や医療機

関の体制の評価を踏まえ、具体的な推進策を策

定し、措置する。

改定 0医

療イ⑤ c

オ∵ダーエントリニシステムの導入、が―コ
ニドによる患者誤認防止システムなどのIT
を使った医療安全対策を一層推進する。

改定・・医

療イ⑤d

激 鋤

●
‘

０
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鶉 措置内容
3な言計憚罪宰と

嚇

実施予定時期

勁 囃 l… 1職 1牲

⑥診療情報等

の共有の促

進 と電子カ

ルテの標準

化薇理灘圭

殴 労働省)

a 安全で質の高い患者本位の医療サービスを

実現するために、個人情報の保護など一定の条

件を備えた上でt患者情報を複数の医療機関で

共有し有効活用ができるよう措置する。

改定・医

療イ⑥a

逐次実施

b カルテの電子化を促進するに当たつては、医

療におけるIT化の推進という方針の下、カル

テの互換性・規格の統一、レセプ ト・カルテ連

動のためのコー ド整備等の技術的な課題を解

決するとともに、具体的な導入促進策や各種の

促進手段を政府として明確にし、実行する。

改定・医

療イ⑥b …

c 醐 関が他の中 など外部に提供す

る電子的診療情報については、世界的に普及し

ているデータ交敷蝦駒に様式を統一すること

を制度化する。また標準化された電子的診療情

報は、患者個人の所有物であるとの原貝Jの下、

当該情報について患者個人が自由に管理、ある

いは外部組織に保存を委託し、疾病管理1訴ll用

するなどその環境整備についても早急に検討

を進める。

改定・医

療イ⑥ c

Ｆ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ト
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ー
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可
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―
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―
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
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Ｉ
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⑦電子カルテ

等診療情報

の医療機関

外での保存

厚 生労働省)

電子カルテ等診療情報の医療機関外での保存

について1ま、情報の安全確保等、外部保存受託機

関として満たすべき技術及び運用管理上の要件

を示したガイドラインを速や力平こ開示、周知徹底

し、診療情報の電子化及び患者の診療継続等のた

めの医療機関間での情報共有を推進する3

【平成17年 3月「医療情報システムの安全管理に

関するガイドライИ 】

改定 0医

療イ⑦

逐次実施

う
０

つ
０



鶉 措置内容
J歓

=討

覇澤宰と

臨

実施予定時期

撫 唯

…

職 1犠

③遠隔医療等

の医療分野

の IT化の

提

隧 搬 )

a 高度な医療サービスを効果的、効率的に提供

できるよう、病診連携や病病連携と併せて、遠

隔診断等の遠隔医療を推進する。

また、各種データ交換の際のフォーマット、

電子

…

順、情報セキュリティ技術等

の標準について早急に確立し、積極的な普及策

を講ずる。

改定・医

療イ③a …

病院内のチ‐ム医療と同等な高レベルの処

方チ■ックを可能とすべく、ITを活用した薬

局機能の高度イヒについて検討し、今後とも規詢

改革推進のため、所要の措置を講ずる。

改定 。医

療イ③b …

⑨医薬品・医療

材料への標

準 コー ド付

与

惇 生労働省)

標準コード付与については、螂 において、

既に通知が出され、平成20年 9月 までに標準コ

ードの整備が図られる予定である。医療材料にお
いても、通知を発出し、標準コー ド付与の整備を

図り、その効果の拡大を図る。

改定・医

療イ⑨

瞬

34



韓 措置内容
3d走后詢画唯争と

囃

実施予憲 瑚

勁 曜

…

=F,りこ214Fl雲 [

⑩レセプ ト様

式の見直し

嘘 プトオンライン請求化により収集 0蓄積さ

れる診療情報i功口え、20年度から特定健康診査

重′点・医

療 (2)①

ア 〔改

定・医療

イ⑨

隧 労働省) ヵ淳鋭:されていることにより、健康情報について

も収集 ?蓄積が進むことになる。レセプトオンラ

イン請求化は、審査・支払いの迅速化や審査の精

馴 ヒ・公平性の担保のみでなく、最終的にはEB
Mの推進を通 じた医療の高度化を目的とするも

のである。したがって、レセプ トオンライン化に

より、その効果を最大限発揮することができるよ

うに、レセプ ト様式を見直すとともに、デニタ活

用に向けた環境整備を行う。        i

a 傷病名 と行った医療行為に対する診療報酬 重′点・医

療 (2)

①ア (ア )

検 討 開

始項目のデータを活用することにより、医療機

関間・地域間での格差の少ない、質の高い医

療を供給することが可能となることが考えら

れる。代表的・標準的なものについてはt傷

病名と医療行為のリンク付けについて検討を

行うとともに、これらの情報を分析・活用す

メ モまに主2L鰐野 _辱勺 _叩勢 望 p
る。また、瑠鉾的な医療」力Ⅷ歯1されること

により、レセプトの審査基準が明確になり審

査の透明性向上、効姿∫ヒ2堡進lこつなが生 _

Ｅ
Ｕ

０
０



鶉 措置内容
中 と

臨

実施予定時期

軸 囃

…

]モ呵局,じ21411Jヨ[

b 現在、レセプトに記載する傷病名は、定めら

れた傷病名コー ド (レセ電算用マスター)を

重点・医

療 (2)

①ア イ )

20年度以降逐次実

施

用いることが「原則」とされている、のの、

定められた場 コードになレ嗜称が使われ

三≦二うことが多いのが現実であり、このこと

が、蓄積されたデータの有効な活用の妨げと

なっている。

したがって、レセプトオンライン化に合わせ

て、国際標準i― ド (ICD二 10)の採用

も含めて検討を行い、請求時の傷病名コード

を統二することを推進し、蓄積されるデータ

の質の向上と有効活用に取り組む。

c 現在、調剤レセプトには、医療機関コー ドの

記載がないことから、保険者において医科・

重点・医

療 (2)

①ア (ウ )

23年度のレセプト

オンライン化の過

程で検討歯科レセプ トとの突合を行 う際に、手間がか

かつている状況にある。

今後、レセプ トオンライン化の過程の中で

医科・歯科レセプトと調剤L/セプトの突合を

容易に行えるよう、処方せん。調剤レセプト

に医療機関コードを記載することを検討す

る。

現在レセプト上には、初診日と当月の診療日

数は記載されるものの、実際の診療日の記載

はされていなし、

オンライン化に合わせて、
｀
診療行為年月日の

記載を行い、保険者におけるレセプト審査の

重点・医

療 (2)

①ア K‐l

23年度の嘘 プト

オンライン化の過

程で検討・結論、

耀

正確性の向上や重複検査や多重投薬の危険性

の指摘等を行いやすくする環境を整備する。

金
Ｕ

つ
０



ウ 保険者、保険運営、審猷 払等

鶉 i 措置内容
のと

中　断
実施予定時期

勁 9戦 1勒 戦 1職 1牲

①保険者の自

主的運営の

ための規制

緩和等の措

置

隧 労働省)

保険者の自立的な運営のため、各種許認可手続

など、一層の規制緩和等の措置を講ずる。

改定・医療

ウ①

融 鋤

②岬 0薬

局 と保険者

間の直接契

約に関する

条件の緩和

隧 労働省)

「規制改革・民間開放推進 3か年計画 (改定)」

(平成 17年 3月 25日 間議決0に おける「保険

者と医療機関の直接契約が進められるよう、現行

の契約条件等について過度な阻害要件がないか

等について保険者の意見を踏まえつつ、条件緩和

について検討する。【逐次検討】」との決定を踏ま

え、例えば以下のような事項について、保険者か

らの要望があれば積極的に聴取するとともに、

「健康保険法第 76条第3項の認可基準等につい
°
て」 (平成 15年 5月 20日 健康保険組合理事あ

て厚生労働省嚇 通知 保発第05200001つ

及び「保険薬局に係る健康保険法第 76条第 3項

の認可基準等について」(平成 17年 3月 30日 健

康保険組合理事あて厚生労働省保険局長通知

保発第 033C10002号 )の通知における要件の見直

しについて結論を出す。

・直接契約の対象医療機関や対象薬局の名称等の

内容を保険者の組合規約に明記すべきとする要

件を廃止すること。 |
0認可申請の際にフリーアクセスを阻害していな

いことを客観的に証明するために保険者に提出

が求められている書類の記載内容を簡素化する

こと。     .
・契約医療機関における当該保険組合加入者の受

診増が、保険者の責による場合を除き、認可後

の監督等の対象事項とされている「契約医療機

関による患者のフリーアクセスの阻害行為」に

は当たらないことを明確化するとともに、契約

]故5尋三・ 断

ウ②

受 Eみ せ 癸 言 寸 ・ ;鮭 渇 含

７
ｒ

つ
０



鶉 措置内容
改定割洒蒔との

臨

実施予定時期

嘲 罐

…

ウ 1犠

後の各種報告を簡素化すること。

・認可後に地方厚生 (支)局べ提出すべき事項か

ら、保険者が持ち得ない、若しくは入手し難い

情報 (契約医療機関における当該保険組合加入

者以外の患者に係る診療報酬の額及びレセプト

件数 等)を削除すること。

・診療報酬点数の範囲内で契約による定められる

価格設定が、契約当事者間の合意があれば、よ

り自由に設定できるよう、要件を緩和すること。

・認可を取消された場合であつても保険者、保険

組合加入者の受診機会の継続性の確保のため、

当事者間の合意があれば(一定期間、継続的に

運用を可能とする猶予措置を講じること。

③審査支払機

関間の競争

環境の整備

睦 労働省)

a 更なる受託競争の促進による審査 。支払業務

の効率化を図るため、保険者が他の都道府県の

国保連を含むいずれの審査支払機関にも、医療

機関側が十分な準備ができる期間を置いた上

で、審査・支払を委託することができる旨、周

知徹底する。

改定・欧

ウ③

鵠

b 各審査支払機関における手数料、審査取扱い

件数、再審査率、審査・支払部門のコストを示

す財務情報など、一定の情報については公開さ

せるとともに、支払基金と各都道府県国保連の

審査・支払部門のコストが比較できるよう、そ

れらを示す財務情報を公開する際の統一的なル

、=ルを設定する。

c 保険者 0審査支払機関間の契約モデノンの提

:示、保験者が指定した審査支払機関にレセプト

が請求されるようなインフラの整備、診療報酬

点数表等に基づいたレセプトを照合する等の審

査ロジックの公開、紛争処理のあり方の見直し

を行う。

38



鶉 措置内容
改定計画諄との

臨

実施予定時期

轍 罐

…

識 l牲

④社会保険診

療報酬支払

基金の業務

の民間開放

厚生労働省)

‐健康保険組合における診療報酬の審査・支払に

関する事務については、従来、

支払基金に委託するよう通知にょり指導されて

いたが、現在当該通知は廃止され、健康保険組合

自ら又は社会保険診療報酬支払基金以外の第二

者の審査支払機関による診療報酬や調剤報酬の

審査 0支払が可能となっている。

したがつて、健康保険組合から直接審査 0支払

についての具体的な要望が厚生労働省に寄せら

れた際には、その内容にういて速やかに検討・結
論を出す。

また、オンライン請求などの IT化の進展や、

上述した支払基金以外の者による審査 t支払の普

及等に応じて、特定業務への特化を図るなど、支

払基金の業務の民間開放についても推進する。

雌 ・ EEり 晃壽

ウ④

逐次検討・結論

⑤社会保 険診

療報酬支払

基金の業務

効率化

睦 労働省)

支払基金に対し、オンライン化の進展に合わせ

て、審査のあり方を含む業務フローの抜本的な見

直しを前提とした業務効率化計画

“

00床以上の

病院のレセプ トォンライン請求化が義務化され

る平成 20年度から、原則完全オンライン化が実

現する平成 23年度までの年度ごとの数値目標を

含む工程表など)の作成を促し、この計画に基づ

く審査 。支払業務に係る手数料の算出根拠を明ら

かにし、手数料適正化の数値目標を明示させる。

尚、こうした業務効率化計画及び手数料適正化の

見通しにういては、広く国民の知るところとなる

よう、具体的且つ分かり易くホームペァジなどで
/Afさせるも       ´

可

`〔

天ヒ:・ 巨 三ッ驚尋

ウ⑤

冊

⑥健康保険組

合の規約変

更の届出制

化等

嘩 労働省)

健康保険組合の規約変更については、厚生労働_

大臣の認可制から事後届出制に変更する事項に

ついて保険者の意見があれば、それらの意見を踏

まえ、その適否について速や力斗こ検討し、届出の

対象とする事項の拡大等を図る。

己

`〔

兵t:・ 距 三ッ房尋

ウ⑥

認Eり0りざ萎}0編
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鶉 措置内容
改蕃却嗚たの

縣

実施予定時期

軌 罐

…

戟 1牲

⑦患者への情

報提供等の

i― ジェン

ト機能の充

実

睦 労働省)

被保険者へのい 、保験者のエージ三ン

ト機能の充実を図るため、以下に示すような内容

について、必要に応明 知を図る。
・保険者が醜 関に係る情報収集を行し場いよ

うな方策を講じるとともに、保険者がそれらの

情報を公表することや、被保険者による評価を

反映すること、また、そうした情報を用いて被

保険者に対して優良医療機関を推奨することを

可能とする等、被保険者の自己選択を支援する

肌
0査定減額の際の患者の一部負担金の過払いの間

題等の解消に向け、被保険者の一部負担金に係

る査定減額相当分について、被保険者の代理者

として保険者が医療機関に返金請求を行,こ と

ができることを周知徹底するとともに、購

が被保険者への返金分を代理受領し、被保険者
への返戻を可能とする等、保険者が被力日入者の

権限行使をサポートするような胤

己6こ長tiO麟

ウ⑦

逐次実施

③所在地変更 政府管掌健康保険は、平成 18年 6月 に、「健康

保険法等の一部を改正す登曲 _が国会玉盛立、_
公布さを、平成 20年⊇』:畳里型 りl・ill‐ した新

たな保険者として錮

―

を設立し、自

主自律の運営のもとに都道府県単位の財政運営

を基本として健康保険事業を実施していくこと

別 表 4-

993

措酵

による健康

堡除証蛭

作成の廃止

陸 ;iタイ]'Fl讐))

となつている。平成20年 10月 に稼働する全国健

康保険協会の新たなシステムにおいては、市町村

合併等による社会保険事務所の管轄の変更に伴

う被保険者証の再作成は必要としないようにシ

ステム的に対応する方向で準備を進めている。な

政府管掌健康保険の被保険者証の取扱いにらぃ

ては、一定の条件の下に再作成は不要とする方向

で平成 19年度空年け る。 |   :~~T~
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工 診療報酬

鶉 懸 容
蘭竜計画等との

縣

実施予定時期

勁 罐 |… 1戟1年

①競争政策の

観点からの

医療費体系

の見直し

惇 生労働省)

競争政策上のインセンティブという観点から

患者に対してより良い医療を提供 した者がより

評価されるという医療費体系の在り方について

検討し、所要の措置を講ずる。

改定・医療

工①

激 鋤

②医療費体系

の在り方

に 生労働省)

医療機関の形態に応じた投資的経費の評価に

関する検討を急ぐとともに維持管理経費等の評

価についても検討を進め、それらを含めた医療費

体系の整備を図る。

己5ξアi]・ 断

土②

激 鋤

③診療報酬点

数算定ルー

ルの簡素化、

明確化

厚 生労働省)

レセプ トのオンライン請求の基礎となる電

子点数表について、平成 20年度診療報酬改定

に合わせ早期に完成させるとともに、将来的に

はオンラインを利用した、:迅速かつ適正な審査

が実施できるよう、電子化をにらみつつ、引き

続き点数計算ロジックをより明確にする。な

お、電子点数表の作成に当たつては、出来得る

限り簡素化し、いつでも、また誰でも、そして

そのままの状態で利用可能なものとする。また

電子点数表作成に際してlよ 病院、保険者、支

払基金、国保連それぞれのシステム開発を担う

民間と協力して進める。

改定。医療

工③a

平成20年度点数表の完成t平
成23年度までにロジックの

輸

bi診療報酬体系の見直しについては、医療にか

かるコス トを適切に把握するための調査を検

副ける とともに、姉 導入について幹 の

調査等の結果に基づく評価を行 うなど、医療機

関のコ不 卜や機能の適切な反映、医療技術の適

正な評価等の基本的考え方に立って見直しを

進める。

己蓼こ兵i]・ 断

工③b

逐次実施

c 算定ロジックの変更等を伴う改定の場合に

は、実施までの医療機関におけるレセプト電算

システムの修正に要する期間についても配慮

する:

雌 ・ lヨ三,層で

工③c

逐次実施
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鶉 措置内容
改定計画諄との

臨

実施予定時期

勁 鱒渡 |… l平姥1年度

④価格決定方

法の見直し

惇生労働省)

既存薬の効能について、一定の基準に基づいた再

評価を実施し、り巌
"S認

められなくなったものの承

認を取り消すなど囃 を講ずる。

雌
OE冒

こ力盾尋

工④

逐次実施

⑤中央社会保

険医療協議

会 (中医協)

改革の実施

厚生労働省)

中医協については、次のような機能、組織の改

革を実施する。また、その運用状況を注視し、必

要に応じて見直しを行う。

解巨64回国会に関係法案提出)‐

a 改定率を除く診療報酬改定に係る基本的な

―
の審議については、社会保障審読会に

ゆだね、そこで厖涼報酬改定に係る基本方針」

を定め、中医協においては [基本方針」に沿つ

て、具体的な診療報酬点数の設定に係る審議を

行うこと。

C5を,i]・ 麟

平⑤a

必要1司応じ見直し

b 支払側委員及彬 療側委員の委員構成につ

いては、医療費のシェア、医療施設等の数、医

療施設等従事者数、患者数等の指標を総合的に

勘案しながら、明確な考え方に基づいて決定す

ること。

改定。医療

工⑤b

c i中医協外で審議・決定された基本的な医療政

策に沿つて中医協において改定がなされたか

どうかを検証すがぐ、診療報酬改定結果を客観

的データによって公益委員が事後評価するこ

と。

改定o医療

工⑤c

⑥包括払い。定

額払い制度

への移行の

イ厠己11自

睦 労働省)

a 現在行われているDPCについて、その影

響・効果を早期に検証し、より精緻化された、

実効性のあるDPCの実施に向けて検証を進

める。            「

改定・医療

工⑥a

逐次実施
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鶉 措置内容
改定計画等との

縣

実施予定時期

報 囃

…

職 1犠

b 「規制改革推進のための3か年計画」(平成

19年 6月 22日 閣議決定 に則り、DPC導入

の検証と並行し、DRG― PP3-果 を

参考にして、一人院当たりの包括的・定額払い

制度の試行を次期診療報酬改定において導入

する。

雌 ・ I口≡″房モ

エ⑥b

冊

婦
c 平成 20年度診療報酬改定において、標準的 重点 0医療

(2)(Dイな治療方法が確立されており、手術に伴う入院

期間及び費用に大きな変動のない 15歳未満の

鼠径ヘルニアの入院医療について包括支払方

式が導入されたものの、導入事例はこの 1例に

とどまっている。今後、一手術あたりの支払い

方式の状況を踏まえつつ、DRG― PPSの対

象の拡大や要件の見直しについて検討する。

⑦質に基づ く

支払いの更

なる推進

殴 労鵬 )

欧米諸国の取組内容、国内における医療情報収

集体制の整備状況等を踏まえつつ、質に基づく支

払い eay For PerfOrmance)の 導入にむけて、
導入時期、方法などについて検討を開始する。

重点0医療

(2)研

〔改定・医

療工②

検討開始、引き続

き翻

0地域医療に

貢献す る医

療機 関に対

す る診療報

酬評価

但 生労働省)

夜間対応、休日5日業、在宅医療、また地域連携

によるそれらの24嘲対応等、地域医療に貢献す

る医療機関に対する診療報酬上の評価について

は、平成18年度診療報酬改定においても一定程度

行われたところであるが、改定後の状況を踏まえ

層診療報酬上の評価の在り方について、今後さら

に検討し、結論を得る。      、

雌
・

lヨ三り驚で

工③

措置済
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鶉 措置内容
動 との

臨

鋤 詢

撒 罐

…

職 1犠

⑨いわゆる「混

合診療Jの見

直し

峨 労働省)

a 先進医療に係る平成17年の厚生労働省保険

局医療課長通知が導入した薬事法承認の要件

を解除することと併せ、患者の選択肢を可能な

限り拡大する観点から、個別の医療技術ごとに

実施医療機関について審査を行った上で、国内

榔 の動 ・鍵 を用いた畑 な医療

技術に関する保険診療との併用を認める枠組

みを創設することにより、新たな条件整備を行

う。   
・

改定・医療

工⑨ a

冊

b 平成 16年の基本的合意が実効性ある形で実

施されているかを検証する為、先進医療の実施
件数と金額を含む調査を行い、その結果を下般

に公表する。

改定・医療

工⑨b

激 鋤

策の実施

厚 生労働省)

⑩DPCデー

夕の活 用 方

医療の質の向上に向けてデニタがほ見 される

よう、DPCデータの公開ルァルの整備を行う。

重点。
E副察

(2)①ウ

検討・結

誦

措置

また、併せて現行の公開手続方法について周知す

る
。

一
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